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改正建築基準法シックハウス対策対応について

平成 15年 12月 12日

平成 15 年 7 月１日施行の改正建築基準法で、床･壁･天井の仕上げや開口部の建具などについて、
ホルムアルデヒド発散等級を建築確認申請書に添付する使用建築材料表等に記入することが求め
られるようになりました。これらに使用される化粧板等については、設計者、建築主事等が確認
しやすい形でホルムアルデヒド発散等級を表示する必要があります。今回の建築基準法改正によ
るシックハウス対策では基材及び接着剤がホルムアルデヒド規制対象になるため、ホルムアルデ
ヒド発散等級の証明･表示をすることが必要となりました。

新 JAS/JIS規格（平成 15年 3月 29日以降）のホルムアルデヒド放散量(mg/L)

平均 最大 表示記号 測定方法
0.3 0.4 F☆☆☆☆ デシケータ法
0.5 0.7 F☆☆☆ 〃
1.5 2.1 F☆☆ 〃
5.0 7.0 F☆ 〃

弊社ホーシャット製品の指定試験機関（デシケータ法）による試験結果は下記の通りです。

ホルムアルデヒド放散量試験結果(mg/L)

製品名 平
均

表示記号 測定方法

放射線防護材
ホーシャット　アルミドア

0.1 F☆☆☆☆ デシケータ法

放射線防護材
　ホーシャット鉛ボード

0 F☆☆☆☆ 〃

試験成績証明書は添付資料を参照してください。
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弊社では、日本建築産業協会の｢ホルムアルデヒド発散等級表示規定｣に基づき、カタログやホー
ムページ等に、ホルムアルデヒド発散等級の自主表示制度(業界団体表示制度)を採用いたしまし
た。

「住宅部品表示ガイドライン」（業界団体の自主表示ガイドラインにもとづいた表示）に従い、
以下の通り実施しております。

● マーク表示について

● 表示及び証明について
製品･カタログ等へ「商品名」「販売元」「F☆☆☆☆」「住宅部品表示ガイドライン」「問い合わせ
先」等の明記をした商品ラベルを貼り付け、証明とさせていただきます。

お問合先：医建エンジニアリング株式会社　〒130-0026 東京都墨田区両国３－１９－５
　　　　　電話：03-3634-7301
Eメール：office1@iken-eng.co.jp　　　　ホームページ　http://www.iken-eng.co.jp/


